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日本銀行政策委員会月報（第782号）

本月報に関する照会は、日本銀行政策委員会室（03-3277-1987〈直通〉）までお寄せください。

※　日本銀行はインターネットによる情報提供を行っており、日本銀行
　作成の最新の論文や金融・経済データのほか、日本銀行の概要などを
　ご覧頂けます。
　・ホームページアドレス　http://www.boj.or.jp/

※　本月報の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合（引用は

　含まれません）は、予め日本銀行政策委員会室までご相談ください。

　　引用・転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。

本月報は古紙を含有する用紙を使用しています。
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1平成26年9月　第782号

　1．議決事項

（１）金融政策決定会合関係

◆･金融市場調節方針の決定および「当面の金融政策運営につい
て」の公表に関する件（9月3・4日）

　本委員会は、平成26年9月3・4日の金融政策決定会合において、次回金融政策

決定会合までの金融市場調節方針を下記のとおりとすること、および当面の金

融政策運営について別紙のとおり公表することを決定した。

記

　マネタリーベースが、年間約60〜70兆円に相当するペースで増

加するよう金融市場調節を行う。
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◆･金融政策決定会合の議事要旨（2014年8月7、8日開催分）に関
する件（9月3・4日）

　本委員会は、平成26年9月3・4日の金融政策決定会合において、金融政策決定

会合の議事要旨（2014年8月7、8日開催分）注1）を承認した。

　

注1 ）　インターネット・ホームページをご参照ください（9月9日公表）。
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（２）通常会合関係

◆･平成26年度の職員の給与等に関する件（9月5日）

　本委員会は、平成26年9月5日、平成26年度の職員の給与等について、下記の

とおり決定した。

記

１．管理職を除く事務職員・技術職員・庶務職員の定例給与、特別嘱託の月俸

およびシニアスタッフの月手当について、従業員組合との協議を整えたうえ

で、「事務職員・技術職員・庶務職員・特別嘱託及びシニアスタッフの給与支

給額、支給割合等」（平成10年9月21日決定）注2）の一部を別紙のとおり改正し、

平成26年10月1日から実施すること注3）。ただし、シニアスタッフの月手当に

ついては、実施日前に雇用されている者については、雇用契約を更新するま

での間、なお従前の例によること。

２．職員の平成26年度の賞与等について、「日本銀行における職員の給与等の支

給の基準」（平成10年9月21日決定）に基づき、次のとおり取り扱うこと注3）。

（１）管理職

　5月および11月賞与の総資金量を、いずれも平成23年同期の賞与における

支給実績総資金量（人員構成変化勘案後）の106.4％とする。

（２）管理職以外の職員

　従業員組合との協議を整えたうえで、5月および11月賞与の総資金量を、

いずれも平成23年同期の賞与における支給実績総資金量（人員構成変化勘

案後）の105.8％とする。ただし、11月賞与の支給に当たっては、平成26年
4月から9月までの定例給与および月俸の額に対し、上記１．による定例給

与および月俸の改訂を反映した増加額に相当する額として総裁が定める計

算方法により算定した額を加算する。
　

注2 ）　「事務職員・技術職員・庶務職員・特別嘱託及びシニアスタッフの給与支給額、支

給割合等」の全文については、インターネット・ホームページをご参照ください。

注3 ）　日本銀行職員の給与等の概要については、インターネット・ホームページをご参照

ください。
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◆･総裁の兼職を承認する件（9月12日）

　本委員会は、平成26年9月12日、「役員の兼職に関する特則」2．（2）イ．に基

づき、黒田総裁について次の兼職を承認することを決定した。

兼　職　名 報酬の有無 任　期

Member of the Global Agenda Council on Japan, 

the World Economic Forum
無 ２年
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◆･「対政府取引に関する基本要領」等の一部改正に関する件（9
月19日）

　本委員会は、平成26年9月19日、最近の金融市場の動向を踏まえ、対政府取引

の適切な運営を確保する観点から、下記1.および2.の諸規程の一部を別紙1およ

び2のとおり改正することを決定した。

記

1.　「対政府取引に関する基本要領」

　 （平成11年3月26日決定）注4）  別紙1

2.　「対政府取引における非常時の一時貸付けに関する特則」

　 （平成25年1月25日決定）注5）  別紙2

　

注4 ）　「対政府取引に関する基本要領」の全文については、インターネット・ホームペー

ジをご参照ください。

注5 ）　「対政府取引における非常時の一時貸付けに関する特則」の全文については、イン

ターネット・ホームページをご参照ください。
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◆･政策委員会月報（平成26年8月）に関する件（9月19日）

　本委員会は、平成26年9月19日、政策委員会月報（平成26年8月）を承認した。
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◆･「日本銀行における職員の給与等の支給の基準」の一部変更等
に関する件（9月26日）

　本委員会は、平成26年9月26日、職員の退職手当引下げおよび定年退職者の再

雇用制度の見直し等を骨子とする「日本銀行における職員の給与等の支給の基

準」の一部変更等について、下記のとおり決定した注6）注7）。

記

1．「日本銀行における職員の給与等の支給の基準」（平成10年9月21日決定）を

別紙1のとおり一部変更すること注8）。

2．「日本銀行における職員の給与等の支給の基準」に基づく「事務職員・技術

職員・庶務職員・特別嘱託及びシニアスタッフの給与支給額、支給割合等」

（平成10年9月21日決定）を別紙2のとおり一部改正し、1．の一部変更の実施

日から実施すること。

3． 2．の実施に伴う経過措置は、別紙3のとおり扱うこと。

　

注6 ）　本件決定の前に、4月4日に「「日本銀行における職員の給与等の支給の基準」等に

関する件」として、本委員会において、本件を従業員組合に提案し、協議を開始する

ことを決定しています。

注7 ）　「日本銀行における職員の給与等の支給の基準」および「事務職員・技術職員・庶

務職員・特別嘱託及びシニアスタッフの給与支給額、支給割合等」の全文については、

インターネット・ホームページをご参照ください。

注8 ）　1．の一部変更は、平成27年4月1日から実施します。
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◆･國民銀行の「考査に関する契約」違反行為の公表に関する件
（9月30日）

　本委員会は、平成26年9月30日、國民銀行が平成24年1月から2月にかけて実施

した考査に際して「考査に関する契約」に違反した件に関し、同行に対し、そ

の公表を予告して意見を述べる機会を与えること、およびその手続終了後、別

紙のとおり公表することを決定した（10月3日公表）。
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　2．報告事項

●金融機関の業務運営動向とリスクの状況に関する定例報告
　（金融機構局）

●国際的な金融規制を巡る最近の動向（金融機構局）
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